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・労働保険申告書の書き方公開

～概算保険料にご注意を！～

・育児休業中の社会保険料免除要件の改正

～2022年10月施行～

育児休業中の社会保険料免除要件の改正～2022年10月施行～

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容が
不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

はい、今までは育休開始月については、そ
の月の末日に育休取得していれば社会保険
料が免除になっていましたが、10月以降は、そ
れに加えて、その月中に14 日以上育休を取
得した場合、月末に復帰していても保険料が
免除されます。

その際、同月内に取得した育児休業等及び
出生時育児休業による休業等は合算して育休
期間の算定に含めます。

また、今までは月末に1日だけ育休取得して
も賞与の保険料免除となりましたが、10月

以降は連続して１ヶ月超の育休取得者に

限り、賞与保険料の免除対象となります。

いいえ、この場合は10月分は免除
対象になりません。14日以上を要件
とする免除は、育休開始日と終了予
定日の翌日が同一月に属する育休
についてのみ適用します。このケー
スでは、今までの要件である「月末日
が育休中であるか」で判断し、月末に
は復帰しているので、10月分は免除
対象外となります。

また、育児休業の日数（14日以上）
について、開始日から終了予定日ま
での日数から就労日数は

除き、公休日や有給休暇

など労務に服さない日は

育児休業日数に含めます。

その通りです。1ヶ月は暦で計算し判断します。
また、1ヶ月超の育休について従来通り月末時
点に育休を取得しているかどうかで判断するた
め、月末が含まれる月に支給された賞与につ
いて、保険料免除となります。以下、例をご確
認ください。

【例：12月に賞与支給】

2週間などの短期間では賞与の保険料

は免除されなくなりますので、お気を

付けください。５

では、1年近く育休取得している職員
が、10月15日で復帰した場合、10月は
14日以上の育休期間があるので、10月
分も免除になるのでしょうか。

10月から育児休業中の保険料
免除について、要件が変わると
聞きました。どう変わるのでしょう
か。

賞与について「1ヶ月超」ということは、
賞与月のちょうど1ヶ月ではだめ、とい
うことですね。
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労働保険申告書の書き方公開～概算保険料にご注意を！～

２

６

作成日：2022.04.20
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厚生労働省より、今年度の労働保険年度更新の申告書の書き方が公開されました。今年度は年度途中で雇用保険
料率が変更されるため、昨年までと記入方法が異なります。

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

■2022年度の雇用保険料率

■雇用保険概算保険料の記載方法

「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」に雇用保険概算保険料算定内訳記載欄があるので、賃金総額見
込額を4月～9月分、10月～3月分に分け、それぞれ保険料率を乗じて保険料額を算出し、それらを合算して概算雇
用保険料額とします。算出した概算保険料額を申告書に記入します。

※今年度は申告書に雇用保険料率は記載なし

6月1日（水）～7月11日（月）

■申告・納付期間

今年度は例年と異なる方法での記載となりますので、早めに準備を始め、申告書が届いたら同封のパンフレットに
記載された書き方をよく読んだうえで申告書を作成しましょう。

【一般の事業】期間 労働者負担率① 事業主負担率② 雇用保険料率①＋②

2022年4月～9月 3／1,000 6.5／1,000 9.5／1,000

2022年10月～2023年3月 5／1,000 8.5／1,000 13.5／1,000

育休期間 判定 理　由

12/1～12/31 × 1ヶ月超えていない

12/1～翌年1/1 〇 1ヶ月超えている

11/30～12/30 ×
1ヶ月超だが12月末日
に育休中でない


